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ThisisoneresultofresearchconductedbytheauthorinJakartain1975/76with

thehelpofJopieWangania. Sixty-eightJapanesewivesandeighty･ninelndonesian

domesticemployeeswereinterviewedintensive一ytodiscoveranygaplneXpeCtations･

ThelndonesianhousemaidsregardJapanesewivesasstingy,inspiteoftherelatively

goodwagetheyactuallypay. Theemployees'judgementonstigynessboreaclose

relationshiptotheemployers)behaviorpatternsinglVlngSmallgiftstotheemployees･

ThemaincomplaintsonthepartofJapanesewiVeswerethatthemaidstendtomove

frequentlyfrom employertoemployerandthattheyseldom apologizeWhentheydo

somethingwrong.

は じ め に

海外投資が既にピークに達 したとみられるインドネシアにおいても,首都ジャカルタおよび

その周辺に居住する日本人は5,000人に近いと伝えられる｡ インドネシアに居住する日本人人

口の特性は, 男子の単身赴任が多いため性比がきわめて高いことであったが, 近来, 生活環

境が整備されるにつれて,子供の教育問題が比較的簡単に解決できる20代後半から40代前半の

年齢層を中心として,家族 ぐるみの滞在者が著 しく増加した｡このことは日本人学校における

爆発的な児童 ･生徒数の増加 を観察することによっても裏付けられる｡1)日本人の大部分は,

個人経営的な事業に従事する者を多く含んでいた戦前とは非常に異なり, 大組織の一員とし

て通常 3年, 良い場合 でもせいぜい 5･6年 の滞在を 目標として ｢派遣｣されて い る｡ ジ

ャカルタにおける彼 らの生活は, この大都市 における比較的新 しい住宅地クバヨラン･パル

(KebayoranBaru)地区,在来の高級住宅地メンテン(Menteng)地区,また最近開発が進んで

きたテベット(Tebet)地区などを中心に営まれている｡

*龍谷大学文学部
1)1969年5月の開校時には11名の小学生のみで発足したが,翌年,中学部が併設された｡1970年の児童･

生徒数は33名,以後77名,118名,186名,267名,352名と増加し,1976年5月には447名に達している｡
(ジャカルタ日本人学校の資料による)0
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階層差がはげしいジャカルタにおいては,家事使用人をもつ家庭は,インドネシア人,外国

人を問わずきわめて多い｡1971年センサスでは,家事使用人総数は男子24,170人,女子78,796

人である｡ 彼 らの数は実際よりもかなり低 く報告されているといわれるが,それでもジャカル

タ全人口に対する割合 は2.3%,10才以上の人口の3.3%に達 している｡15-]9才女子人口だけ

をとりあげてみると,このうち, 家事使用人 として働いている者は9.2%である｡ 彼 らは伝統

的にはジョンゴス(jongos,下僕) とか,バブ (babu,女中)と呼ばれてきたが,これらのよび

方は階級差を強調するニュアンスがあるため,近頃ではプンバント-(Penbantu,お手伝い)と

よばれるようになっている｡この新 しい用語法の出現は,対人関係における主人 と使用人の対

等化を志向してはいるが,補給源の豊かさを背景に,現実の取 り扱いにおいては,インドネシ

ア人の間で もきわめて大きなバ ラエティがみとめられる｡ 日本人の中には ｢他人｣が家庭の中

で起居することを嫌 う者が多いが,ジャカルタにおける日本人の生活体系は核家族の労働力だ

けで世帯を営むことをほとんど不可能にしている｡か くして家事使用人は日本人 とくに主婦の

接触する最 も関係深いインドネシア人となるのであり,この対人関係がインドネシアの社会 ･

文化の理解あるいは誤解の基礎を彼 らに提供することになる｡

本報告は,1975年か ら76年にかけて筆者がジャカルタにおいて行なった日本人雇主とインド

ネシア人使用人との対人関係に関する調査結果の一部である｡サンプルは,当時クバ ヨラン地

区に居住 していた日本人家庭のうち,若干のブロックに居住する者を対象としている｡日本人

のほうは筆者白身が68名の主婦を対象として, 1時間半ないし2時間のインタビューによって

得たデータを,またインドネシア人使用人に関しては,インドネシア大学のヨピ･ワンガニア

氏 (人類学専攻)の協力による89名の家事使用人に対する1- 2時間にわたるインタビュー結

果を使用する｡2)

Ⅰ 家事使用人の属性

本論に入る前にジャカルタの日本人家庭における家事使用人に関する若干の客観的な属性を

示すことによって,彼 らの性格をいくらかでも明らかにしておきたい｡主婦に対するインタビ

ューの対象となった68世帯の日本人家庭には,合計155名の家事使用人 (運転手･夜警は除 く)

が働いており,一世帯あたり2.3人弱が雇われていることになる｡性別にみると,女子 1に対

し男子 0.165であって,女子のほうが圧倒的に多い｡女子は料理,洗濯,掃除,子守り等が主

な仕事で,2人以上の使用人がいる場合には料理担当の者 (koki)が最も格が高いとされる｡ 男

2)匿名性を保持するため個人の氏名は一切挙げないことにするが,この機会を利用して調査に協力してい
ただいた多くの人々に感謝の意を表する次節である｡インドネシア人使用人側の調査実施にあたっては
ヨピ･ワンガこア氏の協力に負うところがきわめて大きい｡本調査を背後から支援していた いゞたクン

チョロニングラット教授, ブディサントソ博士 (インドネシア大学), メリー･タン博士 (LEKNAS),
その他関係者の方々にも心から感謝の意を表する｡
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子は掃除や雑用が主な仕事である｡ジャカルタ市全体をみると,1971年センサスでは,家事使

用人の性比は女子 1に対 して男子 0.307であって,男子の割合は日本人家庭よりもずっと多く,

ここに日本人の家事使用人に対する一つの選好傾向を認めることができる.日本人の選好傾向

は性別のみではなく,年齢においてもあらわれている｡ ジャカルタ市全体に関する家事使用人

の年齢分布とインタビューを行なった主婦の家庭におけるそれとを比較すると,表 1のように

なり,日本人家庭においては,女子では15-19才,男子では15-19才および20-24才の年齢層

に顧著な集中がみられ,幼少および高齢の労働力が避けられていることが明らかである｡家事

使用人の婚姻状態をサンプルとなった使用人自身についてみると,男子はすべて独身であり,

女子は78名中3名 (3,8%)だけが有配偶である｡女子の未婚者は63名 (80.8%)で,残 りの12

名 (15.4%)は寡婦または離婚婦である｡ これらの中には,子供を郷里の親や親戚にあずけて

働いている者 もいる｡

表 1 家 事 使 用 人 の 年 齢 分 布
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注 :ジャカルタ市の数値は1971年センサスによる｡

サンプル Ⅰは日本人主婦に対するインタビューによる｡
サンプJL,Ⅱはインドネシア人家事使用人に対するインタビューによる｡

日本人家庭における家事使用人の民族所属は圧倒的にジャワ人が多い｡家事使用人サンプル

89名車83名 (93.3%)がジャワ人であり,残 りの 6名については,スンダ人 4名 (女子 3,男

子 1),ジャワ ･スンダ人混血 1名 (女子),ジャワ ･中国 ･日本人混血 1名 (女子)である｡
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これは日本人家庭の使用人に限ってみられる現象ではなく,ジャカルタという都市が西ジャヮ

のスンダ人居住地域に位置しているにもかかわ らず,一般にみられる状況のようである｡ジャ

ワ人が家事使用人として働 くことの背後には,人口それ自体の大きさと貧 しさに加えて,ジャ

ヮ中部や東部に育成された伝統的な階級社会のあり方にも影響されているものと思われる｡彼

らの出身地を調べると表 2の通りで,中部ジャワ出身者が多い (80%)が,中部ジャヮの中で

は,ウォノギ リ(Wonogiri)およびグノン･キ ドゥル (GunungKidul)出身者が半数以上を占

めて,結局,全家事使用人の43.8%をこれら両地域出身者が占めることになる｡この隣合った

二つの地域は,中部ジャヮの稲作中心地からややはずれた山岳地帯に近 く,その貧 しさで知ら

れているのである｡3)

表2 家 事 使 用 人 の 出 身 地
l
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貧しい地域から出てきた者が多いために,これらの家事使用人の教育程度は概 して貧弱であ

るO 比較的若い年齢構成にもかかわらず,使用人サンプルの一割弱は全 く就学経験をもたない

し, 6割強は小学校卒あるいは中退程度の学校教育 しかうけていない｡合弁企業などで正規の

工員として採用されるのは,通常初等中学卒業者以上であるが, この資格を有するのは1割強

のみである｡

彼 らの宗教は大部分がイスラーム教徒であるが,ジャヮ人のイスラームは比較的名目的な場

合が多い｡イスラーム教徒の間では豚肉はタブーとされているために,自ら豚を食べる者は少

ない(皆無とは言えない)が,豚肉を調理することに関してはほとんど問題はないようである｡

このほかごくわずかではあるが,カ トリック教徒 (2名,ジャヮ人女子),プロテスタント(2

蛋,ジャワ人男女)がいる｡

家事使用人に対する待遇はさまざまであるが,ここに主な様相を示すと以下のごとくである｡

一部の者を除いて,多 くの場合,住み込みでベッド付の小部屋を与えられている｡一人で一室

を使用 している場合 もあれば,二人一室の場合 もある｡休みは数年前までは原則としてなしと

3) この二つの地域は中部ジャワ(D･I･Jogyakartaを含む)全人口の6.2%を含むにすぎないのである0
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いう場合が多か ったが,現在では試用期間 (3カ月)が過ぎれば毎月 1日というのが大部分を

占めている｡食事付の場合 もわずかなが らあるが,たいていの場合は別炊 となっている｡別炊

の場合には,米,食用油,石油コンロ用の灯油などを現物で与え, このほかに野菜などを買 う

金 として 1日あたりの単価を定めて現金を渡す場合 もあれば,食費相当額をすべて現金で手渡

している場合 もある.このほかに基本給 (gajipokok)として一定額の現金が毎月支払われてい

る｡以上のほかに浴用石鹸,洗濯石鹸などが現物支給される場合が多い｡まれなケースでは食

費などを一切含めて一定額が月給 として支払われているケースもある｡

家事使用人の待遇は金銭面に関 して言えば現金支給額 と現物支給額 との総和となる｡ 現物支

給分を現金に換算 して総支払額を支給形態別にみると表 3のようになる｡4)最低は月額7,700ル

ピア(約5,570円),最高は24,750ル ピア (約17,900円)であって,上下の間にはかなり大きな開

きがある｡平均支給額は男子11,741ル ピア (約8,490円), 女千ll,528ル ピア (約8,340円)であ

養 3 給与額および支給形態別にみた家事使用人数 ( )軸ま男子内数
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り,男女間の格差は認められない｡雇用期間別に給与額をみると表 4のようになる｡試用期間

中は概 して給与 も低いので, 3カ月未満の者に関 しては明 らかに低い額が支払われていること

が分かるが, 6カ月以上になると雇主の窓意によって,雇用期間にかかわ らずかなりの額を与

え られている者 と昇給が比較的少ない者 との差が大きくなってきて,給与支給額平均と雇用期

間とはきれいな対応を示さない｡女子について支給額平均を年齢階級別にみると,10代10,943

4)米を与える場合は1カ月10リットルまたは10kgというケースが多いが,安い米なら1リットル100-

130ルピア程度であるO現物支給額の最高は3000ルピアとしたO なお当時のレートは 1USS-415ルピ
アであったO
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義 4 雇 用 期 間 別 に み た 給 ji
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ルピア,20代11,948ル ピア,30代以上13,593ル ピアであって,年齢に関する考慮もなされてい

ることが分かるが, 各年齢階級内での最高と最低では, 10代では7,700-20,800ル ピア,20

では8,100-24,750ルピア,30代以上では8,700-20,000ル ピアと依然として大きい｡要するに

一応の相場 と最低基準 らしきものはあるが,雇主の懇意によってかなり自由な上のせが行なわ

れる場合があると言える｡このことは階層による収入差が大きいジャカルタでは当然であり,

同様の傾向は雇主がインドネシア人や欧米人の場合でもみ られるように思われる｡ しか しなが

ら,雇主の民族による待遇差は全体として存在 し,平均的には欧米人が最も好待遇であり,つ

いで日本人,インドネシア人の順になっていると言える｡

u 家事使用人からみた日本人

多民族国家であるインドネシアには,共通語 としてのインドネシア語は存在するが,家庭内

では各民族固有の言語でコミュニケーションが行なわれていることが多 く,また風俗慣習 も民

族によって少 しずつ異なっている｡ これに加えて旧植民地時代か ら大量に宗主国か らオランダ

人が来住 し,南中国か らは華僑の移住をみていた｡インドネシアの沿岸都市はこの意味できわ

めて異質な民族要素を包含 して発展 してきた｡このような事情を背景にして,インドネシア人

の間では日本人におけるよりも文化の相対性に関する経験的な理解が発達 していると言える｡

ジャヮ人を主体とする家事使用人は元来田舎の住民であるから,異文化との接触機会は比較

的少なかったといえる｡ しか し,一一たび都会へ出て来たジャワ人はその瞬間か ら異文化との接

触をあたり前のこととして開始する｡ 彼 らの放郷での言葉はジャワ語であるが,ジャカルタで

はジャヮ人家庭で働 く場合を除けばインドネシア語を用いることになる｡インドネシア語は短

期間といえども学校教育などを通 して教えられているし,言語そのものも習得容易な性格をも

っているので日常会話には不自由しないが,習得 した単語の数は必ず しも多 くなく,高級な表

現を行なうことも困難である｡ 日本人とのコミュニケーションはこのインドネシア語を通 して

行なわれるO彼 らにとって日本人はインドネシア語のずっと下手な都会民族の一つではあって
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ら,上述の背景のゆえに,大きなショックを与える程の文化的な異質性をもつ存在ではないと

言える｡

使用人サンプルに対 して,日本人をどのように評価するか,若干の簡単な行動特徴に関して

たずねた結果は表 5に示す通りである｡ ここで評価 を求 めたのは, ｢寡黙 ･ロやかましい｣

(pendiam-cerewct),｢平静 ･おこり易い｣(sabaトCePatmarah),｢口ぎたない ･もの言いが上

品｣(kasartuturkata-halustuturkata), ｢親切 ･いじわる｣(baikhatiJahat),｢気前がよい ･

けち｣(murahhatトpelit)の五つのセットについてであるが, いずれもサンプルを構成するジ

ャヮ人(および若干のスンダ人)の基準から評価されたものである｡ これらの家事使用人の ｢文

化の鏡｣に写 し出された日本人像が,他 と異なった ｢日本人の特色｣として明瞭になるために

は,他民族の雇主に対する彼 らの判断と対比することによってのみ可能であるが,ここではそ

の材料をもたない｡｢寡黙｣,｢平静｣,｢上品なもの言い｣,｢親切｣,｢気前のよさ｣ がそれぞれ

ジャヮ･スンダ文化におけるプラスの評価とされるならば,主人 (tuan)に対 してはこのうちの

前四着に対 して80%以上のプラス評価があらわれている｡,他方,奥さん(nyonya)はこれらの四

着に関していずれも過半数のプラス評価を得てはいるが,主人にくらべると著 しく評価が低 く

なっている｡｢奥さん｣に対する評価が ｢主人｣に対する評価を下まわるのは,女性のパーソナ

リティを表現する面もあるが,対人関係のもう一つの重要な要素である接触状況に影響されて

いることを見落としてはならない｡すなわち,家事使用人の職場である家庭において, 彼 らを

管理 ･監督するのは主婦の役割であり,仕事の場を外にもつ ｢主人｣との接触は,彼 らにとっ

てはより少ない頻度で,またより ｢遠慮深い｣状況でなされるからである｡

日本人雇主がマイナスの評価を得ているのは,その ｢気前よさ ･けち｣に関する側面におい

てである｡既に指摘 したように,給与に関して言えば日本人家庭において支払われている給与

はインドネシア人家庭よりもいくらかよいのが常識である｡このことを背景として何が彼 らを

表 5 家 事 使 用 人 の 雇 主 評 価

〕三 人
(妻あり)
n=82

主 婦
i: ^

(単身赴任)

69

寡黙
口やかましい

(芸こ警軌 ､

(票｡芸る

(雷誓 よい

%
6

9

4

6

4

5

8

00
ll.0
84.1

6.1

86.6

4

2

0

2

0

0

4

5

n==82 n-7

53.7% ー 71.4%

35.4 0

61.0 85.7

35.4 0

68.3 100

22.0 0

75.6 100

14.6 0

34.1 100

54.9 0
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して ｢けち｣と判断させているかをすこし以下に分析することにしょう｡

雇主夫妻そろって ｢けち｣と評価されたケースを操作的に ｢けち｣(ただし,単身者の場合は

主人のみで判定) とし,給与額および支給形態別に ｢けち｣と評価した者の割合を示すと表 6

のようになる｡全体としてみると給与が多いほど ｢けち｣評価の割合が低下 しているので,袷

与額は何 らかの意味で ｢気前よさ ･けち｣の判定に関係 していることが推定される｡しかし,

問題は給与支払い額が比較的多いにもかかわらず ｢けち｣と評価される者がなおかなり存在す

ることにある｡ このことは給与支払い方法において,現金のみ支給 している場合にきわめて特

徴的に現われる｡ 実数が少ないのであまり強調することは危険であるが,現金支給 という支払

形態のうち最高額のカテゴリーにおいて,｢けち｣と評価する者の割合が最も高いことは注目に

値する｡ 支給形態別に ｢けち｣評価の割合をみると,現金のみで支給されている場合もっとも

｢けち｣評価が多く, 現物支給を含む場合を中間にして, ｢食事付｣の形態をとる者において

｢けち｣評価が皆無となっている｡｢食事付｣の場合,給与額は食費を3,000ルピア相当と換算

して算出されているが,このやや低目の換算にもかかわらず,給与額はすべてのケースにおい

て最高のカテゴリーにおさまっている｡ このこと自体は,食事をつけるような雇主が特別に支

払いがよいと評価されているのか,あるいは食事を出すこと自体が評価されているのかの判定

に関して留保を必要とするが,支払方法において対照的な ｢現金のみ支給｣における最高カテ

ゴリーにおいて ｢けち｣評価が多いことは,どうやら後者の解釈に意味がありそうなことを示

唆 している｡

給与のすべてを現金で支払うというのは最も近代的な方法である｡この支払い方法をとる雇

主の中で,とくに最高のカテゴリーに属する支給を行なっている者は,自分が ｢気前がよい｣

と評価されていることを当然と感じても,｢けち｣と評価されることにはむしろ奇異の感をいだ

くであろう｡他方では,使用人達が自分達の裁量にまかせ られる部分が多い現金による支払い

を高 く評価 していることも事実なのである｡

蓑6 ｢け ち｣評 価 と給 与 と の 関 係

支給形態

給与
(ルピア)

現 金

･ %

10.000-ll,999 …33.3(2/6)

70

米芸 夕lD芸物 警 去益 ≡+芸 十 ･

% % % %

33･3(2/6) 62･5(5/8) }5･2(16/29)

44･4(4/9) 弧 0(6/15) ;40･0(12/30)

･ 1

( )内は ｢けち｣と答えた者/総数
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ここで一歩進めて,食べ物や飲み物を雇主か ら貨う頻度と ｢けち｣評価とをクロスさせてみ

ると表 7のようになる｡飲食物を与えられる頻度と ｢気前よさ ･けち｣との間にはきわめて明

瞭な対応関係があらわれている｡すなわち,毎日与えられる者においては雇主を ｢けち｣と評

価 した者は皆無で,｢気前がよい｣と評価 した者が87.5%を占め,数日に一度与えられる場合に

は,｢けち｣と評価する者が19.0%現われてくるが,｢気前がよい｣とする者はなお76.2%の多

さを示す｡ちょうど逆に,与えられることがないという者では ｢けち｣と評価する者が80.9%

の多数を占め,｢気前がよい｣とする者はわずか4.8%にすぎない｡前述の給与形態の遵いに応

じて不明瞭なが らあらわれていた,ものを与えられることと ｢気前のよさ｣との関係は,食事

付で雇う者や現物給与を含めて雇う者が,しばしば ｢与える｣という行為を日常生活の中に組

み込んでいることに関係 していると解釈できそうである｡

表7 飲食物をもらう頻度と ｢けち｣判定との関係

頻 度 1 ｢けち｣ 1中 間* 庵 前がよいイ 計

毎 日

敬

月

1に
数

日

月 に 1 度

o(o )%

4(19.0)

4(40.0)

10(50.0)

不 定 】 1(20.0)

年1回～年数回

与 え られ ず

2(50.0)

17(80.9)

1(12.5)

1(4.8)

3(30.0)

5(25.0)

3(60.0)

2(50.0)

3(14.3)

7(87.5)%j 8(100)%

16(76.2) 21(100)

3(30.0) 10(100)

5(25.0) 20(100)

1(20.0) 5(100)

0(0 ) 4(100)

1

*主人と主婦に対する評価が不一致な場合と無回答とを含む

それでは与えられる物が食べ物や飲み物に限られてもよいかということが次に問題になる｡

使用人に対 して別の質問で,｢日本人は気前がよいかそれともけちか,その理由は?｣とたずね

たところ, ｢何 もくれないからけちだ｣とか ｢食べ物や飲み物をくれない｣ という回答のほか

に,｢食べ物や飲み物はくれるが,チップをくれない｣とか,｢チップをくれない｣というタイ

プの答がかなり多くあることが見出された｡チップ (uangpersen)をくれないというはっきり

した指摘は89名の回答者のうち20名において見出される｡ これに対 して, ｢気前がよい｣と考

える者の中でチップをくれることを述べているのは4名だけである｡このことはチップが ｢気

前よさ｣にかかわる必要条件ではないが,少なくとも日本人の対使用人行動において欠落する

要素であることを物語っている｡日本人雇主が使用人に贈 り物をするのは断食明け (レバラン

Lebaran)が近づいた時期であって, このときには食費などを除いた基本給相当額の現金や布

地などが与えられるのが普通である｡ 日本人はこれを年に一度のボーナスの感覚で渡 している

場合が多く,この外には給与以外の現金を与える機会は比較的少ない｡これに対 して,インド

ネシア人(ジャワ人,バ リ人,パダン人,バタック人,メナ ド人),中国人,アメリカ人,スウ
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ェ-デン人などを含む前雇主はよくチップをくれたという報告がある｡例えば,あるジャヮ人

の雇主は一週間に200-300ルピアを映画代として与え, ある中国人はクリスマスの折に1,000

ルピア, ジャカルタ ･フェア見物のために500ルピア, 使用人が親戚をたずねる際に200-300

ルピアの交通費を与えている｡金額は比較的少ないが,回数は多いのである｡

つぎに, ｢日本人のところで働 くやり方に満足しているかどうか｣を, 日本人雇主を ｢気前

がよい｣と評価 した者 と｢けち｣と評価 した者について調べてみると,表 8のようになる｡｢気

前がよい｣とする者の78.8%が満足の意を表 し,｢不満｣とするのは3.0%にすぎない｡これに

対 して,｢けち｣と評価する者の中,｢満足｣なのは42.0%にすぎず, ｢不満｣な者は15.8%を

占める｡｢けち｣でも満足している者があることは,｢けち｣と ｢不満｣とが完全な対応を示す

訳ではなく, 他に考慮されるべき要因があることを示唆するが,｢気前よさ ･けち｣の度合が

満足度如何と強 く関連 していることを否定するものではない｡

大多数が給与生活者であるジャカルタの日本人は,定額制の給与システムに馴れ過ぎている

と言える｡これに対して雇われるほうのジャワ人やスンダ人は一定額の給与が働 くことに対す

る報酬のすべてと思っていないところに問題があるように思われる｡ 日本人雇主のほうは,｢甘

くするとつけあがる｣,｢一度与えるとそれが当然と考えるようになる｣という側面を重視 して

与えるチャンスを限定 しようとする傾向があり,逆にジャワ ･スンダ人使用人のほうは定めら

れたもの以外に与えられることを恩恵とうけとる｡ここでは恩恵の日常化が望まれ,しかもそ

れは本来不規則であるはずがゆえに恩恵となり得るのである｡

表8 ｢気前がよい-けち｣評価と満足度との関係

l

,C)()
満 足 26(78.8)

l

普 通 1(3.0)

や ゝ 不 満 . 3(9.1)

不 満 1(3.0)

1

計 33(100)

rけち｣と評価した者

%
16(42.0)

8(21.1)

3(7.9)

5(13.2)

6(15.8)

38(100)

m 日本人からみた家事使用人

日本人主婦に対するインタビューからは,インドネシア人使用人自身が比較的気がつかない

彼 らの行動に関する不満点がいくつか摘出される｡ここではそのうち日本人的な特徴を最もよ

く備えた二つの点を中心に論ずることにしよう｡
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(1)定着性の悪さ

日本人がインドネシア人使用人に対 して持つ不満の一つに定着性の悪さがあるC インタビェ

-を行なった68名の主婦のうち,61名 (89.7%)は使用人をやめさせた,あるいは使用人にや

められた経験をもっている｡このうち雇主のほうから解雇 した経験をもつ者は54名 (インタビ

ュー総数の79.4%),使用人のほうが自主的に退職 したという経験をもつ者は38名 (55.9%)で

ある｡ 雇主側か ら解雇 した使用人の数は219名, 自ら出ていった使用人の数は91名にのぼる｡

全サンプル世帯について平均 4.4人の者が去って行 ったことになる｡サンプルの日本人主婦の

平均滞在期間が約 1年10カ月であることを考慮すると,出入 りはきわめて多いといえる｡極端

なケースについていえば,サンプルの中には20名以上の使用人を解雇 した経験をもつ場合が少

なくとも3ケース含まれている｡やめさせられた使用人の性比は判明する限りのデータでは女

子 1に対 して男子0.18,自分から出て行った使用人の性比は1対0.25であるo現在雇用中の使

用人性比は1対0.17であるから,とくに男子において自ら出ていく傾向が高いといえる｡

日本人家庭における使用人がどのような前歴をもっているかを検討することは興味深い｡彼

らが現在の日本人雇主にやとわれる前に誰にやとわれていたかを示すと図 1のようになる｡ 同

図における情報は,前雇主が日本人である場合にはさらにその前はというようにさかのぼり,

日本人家庭に入る直前の雇用状況が明らかになるように示されている｡ この図か ら明らかなこ

とは,日本人家庭の家事使用人の最 も大きな補給源はインドネシア人家庭であるということで

ある｡欧米人の家庭か ら移 ってきた者ほどく少数にすぎない｡このことは母集団の大きさを反

映するためでもあるが,より重要なことは,既に述べた各民族における給与水準の違いである｡

人

職

数字は人数を示す｡ ( )内は男子を内数で示す｡

図 1 日 本 人 家 庭 に 入 る 直 前 の 雇 主

日本人,欧米人の家庭か ら現在の家庭-と移 った理由は,最 も頻繁にあらわれるのが ｢主人

の帰国｣5)であるのに対 して,インドネシア人 (中国系を含む)の前雇主のところを出た場合に

5)無難な退職理由として ｢主人の帰国｣が使われている場合もあるので,この情報は必ずしも全面的に信
用する訳にはいかない｡
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は,約 3分の1が ｢より高い給与を求めて｣と明言 している｡前雇主を去ったその他の主な理

由は,仕事が多い,子供がわんぱくでたえられない,主人の移転,きょうだいの近 くの働き場

所を求めて,等である｡日本人のところで働いている理由を使用人にたずねる場合には, しか

しながら,仕事が楽なこと(76%),雇主がよい人であること(63%)が大きな理由としてあらわ

れてきて,給与に関して言及 している者は27%にすぎない｡6)｢他の仕事がないから仕方なく｣

という者 も16%ある｡(この質問に関しては重複回答を許 している)｡いずれにせよ,彼 らはよ

り有利な条件を求めて日本人家庭に移って来たか,あるいは他の有利な就職機会がないので,

現在の場所で働 くようになったのである｡

現在の雇主にやとわれる以前,インドネシア人(中国系を含む),日本人,あるいはその他の

外国人の家庭において,彼 らがそれぞれの家庭でどのくらいの期間継続的に雇われていたかを

示すために表 9を作成 した｡インドネシア人前雇主における勤務期間の分布と日本人前雇主に

おけるそれとの間には本質的な差はないが,インドネシア人雇主の定住性と日本人雇主の仮寓

性を考慮すれば,前者においては雇主の定住性にもかかわらず勤務期間が短いという特色がよ

り明瞭にうかび出て くる｡ 日本人家庭において 1年以上勤務 した者の割合が52.2%に達するの

に対 して,インドネシア人の家庭においては39･0%にすぎないことは,日本人家庭においてよ

り長 くつとめる傾向があることを示 している｡しかしなが ら,ここで強調 したいことは,家事

使用人にとっては永続的な雇用それ自体が日常的な雇用のパターンにはなっていないし,おそ

らく彼 ら自身の目標とはなっていないということである｡

蓑9 家事使用人 (女子)の勤務継続期間

執 務 期 間
前 雇 主

イ(1/霜 ky^ 7 ) 人 欧 米 人 日本 人

現 雇 主

6カ月未満 2 21(35.6)% 2(22.2)% 16(34.8)% き33(42.3)%

6カ月以上1年未満

1年以上1年6カ月未満 ll(18.6) 12(26.1) 6(7.7)

1年6カ月以上2年未満 § 5(8.5) 5(10.9 ) 5(6.4)

2年以上2年6カ月未満

2年6カ月以上

不 明

計

3(5.1) 2(22.2) 4(8.7) 5(6.4)

4(6.8) 1(ll.i) 3(6.5) : 9(ll.5)1

1(1.3)

日本人雇主による解雇の理由を吟味することによって,日本人の行動様式の特性を明らかに

することは,それ白体としては興味深いが, ここではこの問題に深入 りすることは避けたい｡

6)給与に闇して言及している24名のうち,｢給与額が大きい｣(gajibesar)という者は3名にすぎず,他は
｢給与が十分だから｣(gajicukup)とか,｢給与がまあまあだから｣(gajilumayan)という表現をとって
いる｡
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｢物を盗む｣, ｢男女関係がルーズである｣,｢休みをとって約束の日に戻 らない｣,｢許可なしに

外出する｣等,解雇を決意させた理由はさまざまであるが,この背後には田舎から出てきたジ

ャヮ人やスンダ人の生活体系に関する日本人側の知識の不足や,馴れぬジャカルタ生活におけ

る日本人自身の不適応,大都市の生活によってコントロ- ルを失った若い家事使用人達の逸脱

的な行動が存在 している｡これらの解雇された使用人の中には,ときには元主人の家をたずね

て来る者もあり,また,道や市場で出会 ってもわざわざ話 しかけて来る者もある｡ 日本人雇主の

側には悪いことをしたから追い出したため当然悪感情が存在 しているという期待があるので,

このような行動に面 して,ときにはあっ気にとられることもある｡

悪感情にせよ,信頼感にせよ,日本人のいだく感情には持続性が強く,それだけ対人関係に

おける贋着性が認められる｡前雇主が帰国に際して使用人に与えた記念の品をあっさり他人に

やってしまったり,もらった服のサイズが合わないからといって売ってしまうのを見て,腹を立

てたり失望 したりするのが日本人なのである｡日本人側の対人関係における腰着性に対 して,

ジャヮ人 ･スンダ人の間では比較的淡白な対人関係が存在する｡ここで淡白というのは必ず し

も個人主義的という意味ではない｡彼 らの間の助け合いはむしろ日本人間におけるよりも頻繁

でさえあるO日本人においては特定の人間関係の｢持続｣という側面が強調されるのに対 して,

使用人の側ではより開かれた状況で離合が繰 り返されるのである｡

(2)責任と謝罪

インタビューを行なった日本人主婦68名のうち43名(63%)は,使用人がめったに謝罪 しない

ことをはっきりと述べている｡以下,日本人主婦の経験を若干例示 しよう｡

例 1 レバラン (断食明けの祭日)のとき,一人の使用人が5日間休むので,もう一人には日

をず らして休日を与えることにしていたのに,一 日でいいか ら今日行きたいと言って出て行

き,結局 5日間帰って来なかった｡帰って来たときも一･言 もあやまらない｡

例 2 洋裁学校に週 3回通 うことを許 したらいつの間にか5日にしている｡一言いえと叱ると,

済まないとは言わずにだまりこんでしまう｡

例 3 冷蔵庫をあけた途端,皿がすべ り落ちてきた｡ そのとき, ｢私が悪いんじゃない,冷蔵

庫を開けたら落ちてきてこわれたのだ｣という｡

例 4 割れた急須がちゃんと茶椀寵においてあって, ｢朝起きてみたら割れていたが, 鼠 じゃ

なかろうか,奥さん知 らないか｣と逆にきく｡

例 5 主人の目の前でコーヒーカップを割っても夢中で片付けるばかりで何も云わない｡主人

がこういう時にはma'arというんだろうと言うと,だまりこんで しまって (ふてくされてい

るのではなく)ただもうびっくりしている｡ 後で主婦が台所へ行 くとはじめて,｢奥さん,

割ってしまった｣というだけであやまらない｡

例 6 パサール (市場)-買物に行かせたら傘をとられてきたが何 もあやまらない｡ ｢自分は
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トマ トを選 っていた ら,その間に傘がな くなっていた｣ とい うだけである｡

例 7 床拭 きをさせた ら,び しょび しょの雑巾で拭いていてすべ り易 くて,(主婦が)ころんで

あちこち打 った り,眼鏡がとんで曲った りした｡ しか し,一言 も言わないで見ているばか り.

例 8 コロッケをつ くらせ るとき,焦が して もあやま りもせずに,ただにやっと笑 っている｡

日本人主婦は上記の例の中にあやまるべき状況が存在 しているとし,｢一言あやまって くれれ

ばうれ しいが,知 らないとか自分が憩いの じゃないと言いはるので腹が立つ｣のが普通である｡

他方,家事使用人に対 して,あやまちを した ときの雇主の行動 と彼 ら白身の行動をたずねる

と表10のようになる｡89名中66名 (74%)が謝罪すると答えてお り, この限 りにおいては彼 ら

自身の基準ではあやまっている者がかな り多い ということになる｡ この表においては, ｢あや

まちを した ことがない｣ という者が若干含まれているが, これ らの場合,雇主のほうは勝手な

憶測で叱っているのであろうか｡それとも日本人的な基準か らすればあやまるべ き状況が存在

していたのであろうか｡ ｢謝罪する｣ と答えている者の中に, たまたま質問の経過において既

に 2回あやまったことがあると答えている者があるが,既に 7カ月に及ぶ雇用期間において,

日本人的な基準か らす る謝罪の 機会 はこれだけしかなか ったのか｡ ｢白分 にあやまちがあれば

謝罪する｣ という場合 には,｢あやまちを した ことがないのでだまっている｣に共通する要素が

養10 ｢あやまちをしたときどうするか｣(家事使用人の回答)

雇 主 の 行 動

間違いと改善法を指摘する 45

だまっている

おこったり顔色に出したり
する

家 事 使 用 人 の 行 動

謝罪する

あやまちがあれば謝罪する

だまっている

謝罪する

あやまちがあれば謝罪する

あやまちをしたことがない

無回答

謝罪する

あやまちをしたことがない

あやまちをしていないのでだまっている

あやまちをしていないので残念に思う

何か言ってあやまちを許す 4(慧誓言芸をしていないのでだまっている

給与からさしひく

その他

不 明
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1 謝罪する

謝罪する

7

2

6

2

1

2

5

だ
U

1

l

1

3

1

1

3

1

あやまちをしたことがないのでだまっている 1

その他

謝罪する

あやまちがあれば謝罪する

だまっている

無回答
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あるのではないか｡以上のようにみて くると,｢謝罪する.｣というケースの中にも, 謝罪状況

に関する彼 らと日本人との見解の相違が包含されているように考えられる｡ ある主婦は,｢し

くじりをやったとき,ごめんなさいなんて,まあ,この2年間に-,二回あったかしらと思う

くらい｣と語っているが,これはこの事情をよく裏付けるものと言えよう｡

日本人が期待するのは,日本語で｢すみません｣に相当する謝意の表明である｡ "mintama'afl

nyonya""ya,tidakapa"(｢奥さん, すみません｣｢いいのよ｣)という会話-の期待である｡

実際,あやまらせる訓練をして,上記の会話が日常的に行なわれるようになっている家庭も若

干ある｡ しかしながら, 多 くの家庭では,｢すみません｣の表出がないばか りに日本人雇主の

気指は和らげられず,他方,使用人のほうは自己の過失を最少限にするためにさまざまな言訳

を考案するのである｡

日本人においては,おのれの非を認めること自体が潔い態度として賞讃され,-たび非を認

めた者に対する態度はきわめて寛容的となり,責任の徹底的追及は避けられるのが普通である｡

しか しながら,このような思考方法はジャワ人 (スンダ人)のそれとはずれがあるように思わ

れるO現在のところ,日本人の問では,使用人があやまらないということに関して次のような

解釈がある｡

Ll)オランダ植民時代の名残 りの卑屈さ.

(2)悪かったことを認めると弁償 しなければならないと思っている｡

(3)あやまちを認めると悪者になる｡

(4)雇われている者が雇主に対 して声をかけるのは失礼である｡

(5)心の中で悪いと思っても口に出さない｡ものを貿っても喜びを表に出さない｡それはここ

の人の床 しさである｡

謝罪が賠償ないし解雇に直結すると考える文化が形成 ･維持されているのか,できごとの報

告だけが既に謝意を含んでいるのか,不可避の理由を述べることが対人関係における摩擦を避

けるための工夫なのか,これらは彼 ら同士における日常生活の観察を通 して究明されねばなら

ない｡要するにここには日本人的な発想である謝罪による氷解と相入れない世界が存在するの

である｡

お わ り に

本稿においてはジャカルタの日本人と,ジャワ人を主体とする家事使用人との対人関係をと

りあげ,双方の期待がくい適 う二,三の側面に焦点をあてて論述を行なった｡ここでとりあげ

たのは,｢けち｣評価に代表される報酬の受け取 り方の問題,使用人の非定着的傾向に代表され

る対人関係の非厚着性の問題, および, ｢謝意表明｣に代表される感情表出の機能の問題であ

るが,それぞれにおいて日本人雇主と家事使用人との間に期待のギャップが存在することを示
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した｡これ らは,日本人主婦と家事使用人との問のみならず,工場や会社で働 く日本人とイン

ドネシア人との問にもしばしば認められる現象である｡

本稿でとりあげた問題は,出現頻度が高いものとはいえ,他の多くの問題の存在を考えると

きには氷山の一角にすぎず, またここでの取 り扱い方も断片的な記述にとどまっている｡｢清

潔感｣をめぐる諸問題,物品の使用と管理をめぐる諸問題,生活態度をめぐる諸問題などを含

めて,物質的世界か ら精神的世界に至るまで,論じられるべきことは他にも多く残されている｡

それらの中には, ｢カルチュア ･ショック｣という仰々しい用語をもって語るよりも, 富める

者と貧 しい者の間における生活体系の差として理解されることが多く含まれている｡｢貧しさ｣

あるいは ｢階層差の顕著さ｣自体が一つの文化であるならば,そこにこそ中間階層的文化に馴

らされた日本人の側か らのカルチュア ･ショックの主要部分が見出されるのである｡この意味

では,下層ジャワ人の生活のいとなみ方の如何なる特性が家事使用人に発現 しているかをいく

らかでも明らかにすることは有意義であろうが,これに関しては稿を改めて報告することにし

た い ｡
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